
                             全 住 協 第 ３７７ 号 
                                         令和２年３月３０日 

会 員 各 位 

                                      一般社団法人 全国住宅産業協会 
                       政策委員長  小 山 浩 志  

令和３年度住宅土地関係税制改正要望及び住宅融資制度（フラット３５等）の 

改善に関するアンケートについて   

昨年１２月１２日に「令和２年度税制改正大綱」が発表になり、新築住宅に係る税額の

減税措置の延長、住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長、認定長期優良

住宅に係る特例措置の延長、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化   

リフォームに係る税額の減税措置の延長、長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例の

延長等が実現しました。 
また、省エネルギー性、耐震性に優れた住宅の取得を支援するフラット３５Ｓのほか、

既存住宅の取得に際して質の向上に資するリフォームを行う場合に、【フラット３５】の

借入金利を一定期間引き下げる【フラット３５】リノベや地方公共団体と連携した【フラ

ット３５】子育て支援型・地域活性化型が引き続き実施され、フラット３５の金利を一定

期間引き下げるなど、住宅市場の活性化が期待されています。 
一方、消費税率引上げ後の住宅市場や新型コロナウイルスの感染拡大に伴う消費動向に

注視し住宅投資が縮減しないよう、引き続き関係団体と連携し提言・要望活動を行ってま

いります。併せて住宅土地関係税制、住宅融資制度の改善等の政策要望を取りまとめ、

国土交通省、住宅金融支援機構等へ要望書を提出するとともに関係方面へ要望活動を展開

いたします。 
   つきましては、このたび会員の皆様方から広くご意見をお聞きし、要望事項策定の参考

とさせていただくため、アンケート調査を実施することといたしましたので、下記要領に

よりご提出いただきますようお願い申し上げます。 
   また、今回は国土交通省の土地税制担当課からの租税特別措置に関するアンケートにも

ご回答いただきたく、併せてお願い申し上げます。                      

記 

１．回答用紙  別添「回答票」にご記入ください。 
（1）令和３年度 住宅・土地関係税制改正要望について 

（2）(独)住宅金融支援機構の融資制度の改善等について 

（3）国土交通省アンケートについて  
２．回答期限  令和２年４月２３日（木） 

３．回答方法  (一社)全国住宅産業協会 事務局 宛 
     ＦＡＸ（０３－３５１１－０６１６）又は 

     E-mail t_sibuta@zenjukyo.jp でご回答をお願いします。 

４．問合せ先   事務局（ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１） 澁田まで 
 



[要返信] ＦＡＸ ０３－３５１１－０６１６ 又は E-mail t_sibuta@zenjukyo.jp 

回 答 票 

 (１) 令和３年度 住宅・土地関係税制改正要望について 

① 土地及び住宅の取得に対する不動産取得税の特例措置（令和３年３月３１日まで適用）

の延長について 

   (現行) 

   ・不動産取得税の標準税率の特例措置＝土地・住宅税率･･･本則４％→特例措置３％ 

  ・宅地評価土地の課税標準の特例措置＝課税標準･･･取得土地の価格の２分の１ 

〈意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

② 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置（令和３年３月３１日まで適用）

の延長について 

   (現行) ・所有権の移転登記 本則 2.0％→特例措置 1.5％ 

       ・所有権の信託登記 本則 0.4％→特例措置 0.3％ 

〈意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

③ 令和３年度固定資産税の評価替えにより予想される影響と改善について 

〈ご意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

④ Ｊリート及びＳＰＣが取得する不動産に係る特例措置（令和３年３月３１日まで適用）

の延長について 

   (現行) ・【登録免許税】 移転登記 本則 2.0％ → 特例措置 1.3％ 

      ・【不動産取得税】 課税標準から３/５控除 

〈ご意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

⑤ 特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置（令和３年３月３１日まで 

適用）の延長について 

   (現行)  ・【登録免許税】 移転登記 本則 2.0％ → 特例措置 1.3％ 

               保存登記 本則 0.4％ → 特例措置 0.3％ 

      ・【不動産取得税】 課税標準から１/２控除 

〈意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

⑥ 取再販事業者が既存住宅を買い取って一定の質の向上を図るための改修工事を行っ

た後、その住宅を再販売する場合、事業者に課される不動産取得税の特例措置   

（令和３年３月３１日まで適用）の延長について 

   （現行） ・住宅部分 一定額を減額（最大３６万円） 

       ・敷地部分 一定額を減額   

〈適用実績があれば、件数をご記入ください。〉平成３０年度   件、令和元年度  件 

〈意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         



⑦ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制（令和３年３月３１日まで適用）の延長に

ついて 

   (現行) 

   ・【固定資産税】  ５年間、税額を１/２～５/６の範囲内で市町村が条例で定める 

割合を軽減（参酌標準２/３） 

  ・【不動産取得税】  家 屋 課税標準から１,２００万円控除/戸 

土 地 税額から一定額を軽減 

〈供給実績・供給計画についてご記入ください〉 

  令和元年度 実績       棟、    戸   

  令和２年度 計画     棟、    戸 

  令和３年度 計画     棟、    戸 

〈意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

⑧ 住宅ローン控除を始めとする各種税制の適用対象である住宅の床面積要件    

（現行５０㎡以上）を緩和する要望について 

〈意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

⑨ その他の税制項目について 

〈意見をご記入ください。〉                            

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 (２) (独)住宅金融支援機構の融資制度の改善等について 

〈フラット３５、その他の融資制度、審査・運用の改善等について意見をご記入    

ください。〉                                    

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

＊ご協力ありがとうございました。 

 

会社名                        

役 職                 氏 名                

電 話               E-Mail                               

 

※次頁以降の「国土交通省アンケート質問項目」にもご回答をお願い申し上げます。 



 

該当又はご意見がある場合は、ＦＡＸ（０３－３５１１－０６１６）又は 

E-mail t_sibuta@zenjukyo.jp にてご回答ください。 

令和２年３月３０日 

会 員 各 位 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の１,５００万円控除制

度 

（根拠法:租税特別措置法第３４条の２、第６５条の４）の利用実態について 

令和３年度税制改正要望の検討に資するため、標記控除制度について国土交通省から

会員企業の利用実態について調査依頼がありました。（制度概要は別紙参照） 

 つきましては、該当又はご意見がある場合は下記のとおりご回答をお願いいたします。 

記 

１．回答方法 以下のフォーマットにご記入の上、ＦＡＸ（03-3511-0616）又は 

E-mail t_sibuta@zenjukyo.jp にてご回答ください。 

（複数の事業を予定している場合は、複写してご使用ください。） 

事業予定年度（用地を取得する

時期を基準にご記入下さい。） 

①令和２年度中   ②令和３年度以降 

（該当するものに○を付けて下さい。） 

事業予定地 

 

      都・道・府・県         市・町・村 

                        番地等 

開発許可の有無 ①取得済み    ②今後取得予定 

事業概要について 

（分かる範囲で可。未定の場

合、その旨ご記入ください。） 

事業区域面積   （           ）ha 

区域区分及び用途地域 

①市街化区域  用途地域：      

②非線引き区域（用途地域設定有）  用途地域：      

③非線引き区域（用途地域設定無） 

④市街化調整区域 

（①～④については該当するものに○を付け、用途地域が設定され

ている場合には用途地域をご記入下さい。） 

・うち住宅建設用地 （  ）ha ・うち公共施設用地（  ）ha 

住宅地１区画あたりの最低敷地面積 （        ）㎡ 

事業予定地の地権者数 個人：    人、 法人：    社 

制度について自由記載（制度へ

のご意見・ご要望や廃止された場

合の事業へ与える影響等） 

 

 
会社名  担当者名  電話番号  

担当者部署・役職  E-mail  

２．回答期限 令和２年４月２３日（木） 

３．問合せ先 全住協事務局（０３－３５１１－０６１１）澁田 

以 上 



このような場面で活用されています！

エリア内に公園や幅の広い道
路などが整備され、１区画あた
りの敷地が１７０㎡以上とゆと
りがあるような、ファミリー向
けの住宅地を造成する事業に活
用されています。

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の
１５００万円の特別控除について
（租税特別措置法第34条の2第2項第3号イ、第65条の4第1項第3号イ）

◆以下の①～④を満たす開発プロジェクトに適用されます◆

都市計画法に基づく開発許可を受け、

① プロジェクトの規模が５ｈａ以上であること
② 住宅地を造成するプロジェクトであること
③ 住宅地の分譲が公募により行われること
④ 住宅地１区画あたりの敷地面積にゆとりがあること

以下のようなプロジェクトを行う事業者に対して、土地又は土地の上に存する
権利を譲渡した場合、譲渡益から１，５００万円が控除されます。以下のような
プロジェクトをお考えではありませんか！？

詳細な要件や手続きについてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい！
担当：土地・建設産業局不動産市場整備課 石井
電話 03-5253-8381（直通） ＦＡＸ 03-5253-1579 E-mail kobayashi-t2i6@mlit.go.jp

事業に土地を提供した地権者
の譲渡所得から最大で１，５０
０万円控除されるので、５年以
上保有している土地を５ha以上
集めて住宅地を造成した場合に
は、地権者1人あたり最大３００
万円の所得税・住民税が軽減さ
れ、約１億円相当の事業費の圧
縮が可能になります。

※ 地権者が３０人の場合を
想定

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.artbank.co.jp/stockillust/image_html/naturalkobo/1-C-KAK160.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xdCrU5L7O4yNkwWZvoD4BA&ved=0CBYQ9QEwADgo&usg=AFQjCNHkersNDMbs3oXChfXV-A1xtJcbTg
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